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- 東京都母体救命搬送システム -東京都母体救命搬送
これまでの東京都周産期医療ネットワークに新しいシステムを付加した

母体救命事例への対応に関する名称・略式呼称

＜システム＞

正式名：東京都母体救命搬送システム

略称：スーパー母体搬送

＜最終受け入れ施設＞

正式名：母体救命対応総合周産期母子医療センター

略称：スーパー総合周産期センター

＜対象症例＞

正式名：母体救命搬送システム対象症例

略称：スーパー母体救命
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母体救命搬送システム対象症例表

以下の疾患等の妊産褥婦で 緊急に母体救命処置が必要なもの以下の疾患等の妊産褥婦で、緊急に母体救命処置が必要なもの

１．妊産褥婦の救急疾患合併
①脳血管障害
②急性心疾患(心不全,虚血性心疾患 等)
③呼吸不全(肺血栓塞栓症,肺水腫,重症気管支喘息 等)
④重症感染症,敗血症性ショック
⑤重症外傷(交通外傷 等) 熱傷⑤重症外傷(交通外傷 等)，熱傷
⑥多臓器機能障害・不全(肝不全,腎不全,薬物中毒 等)

２．産科救急疾患(重症)
①羊水塞栓症
②子癇，妊娠高血圧症候群重症型
③HELLP症候群，急性妊娠脂肪肝
④出血性ショック(前置癒着胎盤,弛緩出血,重症産道損傷 等)
⑤産科ＤＩＣ（常位胎盤早期剥離 等）⑤産科ＤＩＣ（常位胎盤早期剥離 等）

３．重篤な症状(診断未確定) 
①意識障害
②痙攣発作
③激しい頭痛
④激しい胸痛
⑤激しい腹痛
⑥原因不明のバイタルサイン異常 以上を呈し重篤な疾患が疑われる症例⑥原因不明のバイタルサイン異常 以上を呈し重篤な疾患が疑われる症例

４．その他１～３に準ずるもので緊急に母体救命処置が必要なもの
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スーパー総合周産期センターの輪番体制と情報伝達

 スーパー総合周産期センター3病院は日替わりで、受入順位（１番、２番、

ス パ 総合周産期センタ の輪番体制と情報伝達

 ス パ 総合周産期センタ 3病院は日替わりで、受入順位（１番、２番、
３番）を決める。（現在は4施設）

 第１当番施設がスーパー母体救急を既に受け入れ 次の受入ができない 第１当番施設がスーパー母体救急を既に受け入れ、次の受入ができない
等の情報は、スーパー総合3病院でリアルタイムに連絡を取り合うととも
に、東京消防庁指令室にも連絡する。

 スーパー総合周産期センターが搬送要請連絡を受ける部署は、原則とし
て救命救急センターとする。

 施設間搬送の患者情報の伝達に当たっては、「スーパー母体救命」である
ことを明確に伝え、患者の搬送がスタートしたあとで、専用の母体搬送依
頼書を使用して情報伝達を行う。

 「スーパー母体救命」の通報と受け入れ要請の手順は次のとおりとする。 ス パ 母体救命」の通報と受け入れ要請の手順は次のとおりとする。
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※妊産褥婦で、疾病観察カード

＜一般通報の場合＞

傷病者

各消防本部指令室
出動指令

119番通報

救急隊

等の重症以上に当たるとき、
スーパー母体救命と判断

出動
当番病院の情報を共有（各施
設の連絡責任者が担当）

　　　　　直近の救急医療機関

要請① 要請②

選定依頼※ 当番のスーパーへの連
絡

直近 救急医療機関が受入 能 遠方
直近 救急医療機関

・母体救命対応可能な周産期センター
・救命救急センター等

第２，３順位のスーパー総合周

対応不能な場合転送

＊直近の救急医療機関が受入不能で、遠方の
スーパー総合周産期センターに搬送する場合等
には、併行して搬送途上の医療機関に連絡し、受
入れ可能であれば、そちらに搬送することもある。

産期センター等、手術・処置可
能な医療機関

他の周産期センター等

“スーパー母体救命”
としてすべて受入れ

手術不能な場合、他のスー
パ 総合周産期センタ 等

ＮＩＣＵ満床等の場合

原則として救命救急センター
（ホットライン）で応需

としてすべて受入れ

診断 対応処置

救命救急センター 総合周産期センター

パー総合周産期センター等
と調整

新生児を転送

（軽症）

診断.対応処置

病棟手術室 ＮＩＣＵ
連絡 連絡

ベッド確保

母体救命対応総合周産期母子医療センター（当番病院）
＊当番病院が母体救命対応中の場合は２，３番順位病院

※一般通報の医療機関選定方法については、MC協議会等で検討が必要
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※対象症例表及び疾病観察カード等を参考に搬送元産

＜一次・二次産科医療機関等からの転院搬送の場合＞

産科施設 各消防本部指令室

※対象症例表及び疾病観察カ ド等を参考に搬送元産
科医師が、スーパー母体救命の対象症例かどうかを判
断（それ以外の母体搬送は、通常の周産期医療システ
ムの要請手続きによる。）

①で受入不可の場合

当番病院の情報共有（各施設
の連絡責任者が担当）要請②

要請②

当番のスーパーへの連
絡

の連絡責任者が担当）

｢スーパー母体救命｣
と判断※

要請①

要請②
スーパー選定依頼

（１１９番）

＊患者の状態等によっては、
　 指令室による選定

〔注〕

【第一照会先医療機関】

 　　　　　直近の救急医療機関
 ・母体救命対応可能な周産期センター
 ・救命救急センター等

対応不能な場合転送

＊遠方のスーパー総合周産期センターに搬送す
る場合等には、併行して搬送途上の医療機関に
連絡し、受入れ可能であれば、そちらに搬送する
こともある。

【第 照会先医療機関】

第２，３順位のスーパー総合周産期セ
ンター等、手術・処置可能な医療機関

他の周産期センター等

原則として救命救急センター
（ホットライン）で応需

“スーパー母体救命”
としてすべて受入れ

総合周産期 タ

手術不能な場合、他のスー
パー総合周産期センター等
と調整

ＮＩＣＵ満床等の場合
新生児を転送

（軽症）

診断・対応処置

病棟手術室 ＮＩＣＵ
連絡 連絡

救命救急センター 総合周産期センター

母体救命対応総合周産期母子医療センター（当番病院）
＊当番病院が母体救命対応中の場合は２，３番順位病院

ベッド確保
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昭和大学での実際の流れ
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転院搬送の比率 周産期搬送は1次施設で異常転院搬送の比率 周産期搬送は1次施設で異常
を発見する転院搬送が多い
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「スーパー母体搬送」の運用に関わるその他の約束事

1. 一次・二次産科医療機関に「スーパー母体搬送」の概念と対象症例、搬送手順への

理解を深めてもらい、都及び周産期医療協議会はこのことの周知徹底に努める。

2 次 二次産科医療機関及び消防庁指示室からは必要症令は「ス パ 母体救命2. 一次・二次産科医療機関及び消防庁指示室からは必要症令は「スーパー母体救命」

と明瞭に指定してもらう。

3 「ス パ 母体救命 と指定された搬送依頼に対しては当番（状態により２番 ３番）3. 「スーパー母体救命」と指定された搬送依頼に対しては当番（状態により２番・３番）

のスーパー総合周産期センターは即座に受け入れる。（症例の重症度等についての議

論は受け入れ時には行わない ）論は受け入れ時には行わない。）

4. 一次・二次産科医療機関には、搬送と同時に「母体搬送依頼書」(スーパー母体救命

専用)をFAXで送付してもらう専用)をFAXで送付してもらう。

5. スーパー母体搬送に際しては、一次・二次産科医療機関の医師の同乗をお願いする。
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スーパー母体搬送成績（227例）
平成21年3月25日―平成24年9月30日（3年6カ月）

搬送種別重症度
軽症 中等症 重症 重篤 合計

般 11 19 14 16 60一般 11 19 14 16 60
転院 7 29      64      67     167
合計 18        48      78      83     227

＊重症＋重篤＝161（71％） 一般：50％、転院：78％

搬送症例疾患 産科救急疾患：140（61 7％）搬送症例疾患 産科救急疾患：140（61.7％）
救急疾患 ： 43（18.9％）
重篤な症状 ： 25（11.0％）
その他 ： 19（ 8 4％）その他 ： 19（ 8.4％）

病院選定時間（分） 0-5 6-10 11-15 16-20 21-病院選定時間（分） 0 5 6 10 11 15 16 20 21

一般 30     14      12        4       0
転院 103     18      17        8      21
合計 133     32      29        12     21

＊10分以内 165（72 7％）＊10分以内：165（72.7％）
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＜母児の予後＞

母死亡率 11/227（4 8％）母死亡率 11/227（4.8％）
母体死因

3例：脳出血、
2例：羊水塞栓、2例 羊水塞栓、
1例：肺梗塞、PPH、胎盤早期剥離、GAS、不明

児死亡率 45/227（19.8％）
死亡した児の母の疾患
18例：胎盤早期剥離、
7例：異所性妊娠、
3例：羊水塞栓、流産
2例：妊娠高血圧症
1例 脳出血 GAS 劇症肝炎 事故 不明1例：脳出血、GAS、劇症肝炎、事故、不明
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1 新生児転送の体制整備と手順

「スーパー母体救命搬送システム」開始後の検討事項

1. 新生児転送の体制整備と手順

スーパー母体救急を受け入れ、出生児に対する初期対応を施行した後にやむを得ず新生児を他院に搬送する

必要が生じた場合のネットワークシステム等を整備する必要がある。＜→新生児部会で対応＞

2. ＮＩＣＵのオーバーベッド問題

スーパー母体救急を受け入れたために一時的にＮＩＣＵがオーバーベッドとなった時の診療報酬体制に

関して対応が必要 ＜→社会保険事務所と都で対応を検討＞関して対応が必要。＜→社会保険事務所と都で対応を検討＞

3. 診療結果に対する責任の問題

スーパー総合周産期センターの担当者は、重篤な患者の死亡リスクを買って対応することから、重篤な

結果となった場合に関する対策が必要である。＜→都で対応を検討＞

4. 患者用説明パンフレットの作成

スーパー母体搬送では 遠方への搬送や結果的に母親と新生児が別の病院に収容されることなどがあり得るス パ 母体搬送では、遠方への搬送や結果的に母親と新生児が別の病院に収容されることなどがあり得る

ことを患者に説明する必要があり、そのためのパンフレットが必要。＜→作業部会で検討＞

5. スーパー母体搬送システムの有益性と実効性の検討

体制開始一年後に有益性と実効性を検討する必要がある。そのために必要な記録等の様式を予め取り決め

ておく必要がある。＜→作業部会で検討＞

6. その他6. その他

県境を越える搬送体制など

16



スーパー母体搬送を含めた現状の成果と問題
＜成果＞＜成果＞

・重症、重篤な母体救急を多数搬送可能であった。
（搬送の約7割が重症・重篤）
（１次産科施設からの搬送の方が重篤患者をトリア ジ可能）（１次産科施設からの搬送の方が重篤患者をトリアージ可能）

・7割以上が10分以内に搬送先が決定できた。
・救急搬送母体の死亡率を5％以下にできた。
・これまで連携がなかった施設内での救急救命センターと周産期セ
ンターがこのシステムで始めて連携した

＜問題点＞問題点
・搬送された母体の児の約2割を救命できなかった。

→最大児死亡原因である胎盤早期剥離は現在母の救命を先行
しているために、胎児救命には新たなスキームが必要しているために、胎児救命には新たなスキ ムが必要

・広域からスーパー周産期、総合周産期センターへの症例の集中し
た結果、新規入院が制限されている。このことを改善するために
症状の安定した母体 新生児を搬送元に返す体制が必要だが症状の安定した母体、新生児を搬送元に返す体制が必要だが、
現在救急車が使用できないことが、全国の周産期母子医療
センターで問題となっている。

→治療して安定した母体あるいは新生児を地元の施設に→治療して安定した母体あるいは新生児を地元の施設に
バックトランスポートするための体制整備が必要。
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